
くらしき作陽大学・作陽短期大学公的研究費等の管理・監査に関する規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基

準）」（平成 19 年 2 月 15 日（平成 26 年 2 月 18 日改正、令和３年 2 月 1 日改正）文部科学

大臣決定）、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30年法律第 179号）」

及び「科学研究費補助金取扱規程（昭和 40年文部省告示第 110号）」の趣旨及び内容を踏ま

え、くらしき作陽大学・作陽短期大学（以下「本学」という。）における公的研究費の管理・

監査等について必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この規程において「公的研究費等」とは、次の各号に定めるものをいう。 

（１）文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人から配分される競争的資金を中

心とした公募型の研究資金 

（２）前号以外の公的機関から助成を受けた研究費 

２．この規程において「構成員」とは、本学に所属する非常勤を含む、教育職員、事務職員、

技術職員及びその他関連する者をいう。 

３．この規程において「直接経費」とは、研究の遂行に直接必要な経費をいう。 

４．この規程において「間接経費」とは、研究の実施に伴う管理等に必要な経費をいう。 

 

（法令等の遵守） 

第３条 構成員は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１

７９号）及び関係法令、並びに本学の諸規程、交付等の際の諸条件を遵守しなければならな

い。 

 

（最高管理責任者） 

第４条 本学に、本学全体を統括し、公的研究費等の運営・管理について最終責任を負う者

（以下「最高管理責任者」という。）を置く。 

２．最高管理責任者は学長とし、その職名を公表する。 

３．最高管理責任者は、次の各号に定める役務を果たすものとする。 

（１）不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、これらを実施するために必要な

措置を講じる。 

（２）統括管理責任者及び公的研究費コンプライアンス推進責任者、経理管理責任者が責任

を持って公的研究費等の運営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮する。 

(３)不正防止策の基本方針や具体的な不正防止対策の策定に当たっては、重要事項を審議

する理事会において審議を主導するとともに、その実施状況や効果等について理事等と議



論を深める。 

（４）最高管理責任者は、自ら学部（短期大学においては学科。以下、同じ）及び関連部署

に足を運んで不正防止に向けた取り組みを促すなど、様々な啓発活動を定期的に行い、構成

員の意識向上と浸透を図る。 

（５）不正防止に率先して対応することを内外に表明するとともに、自ら不正防止計画の進

捗管理に努める。 

 

（統括管理責任者） 

第５条 本学に、最高管理責任者を補佐し、公的研究費等の運営・管理について本学全体を

統括する実質的な責任と権限を持つ者（以下「統括管理責任者」という。）を置く。 

２．統括管理責任者は事務局長とし、その職名を公表する。 

３．統括管理責任者は、不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者として、基本方

針に基づき、本学全体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、最高

管理責任者に報告する。 

４．統括管理責任者は、公的研究費コンプライアンス推進責任者及び経理管理責任者に必要

に応じて改善を指導することができる。 

 

（公的研究費コンプライアンス推進責任者） 

第６条 本学に、本学の学部における公的研究費等の運営・管理について実質的な責任と権

限を持つ者（以下「公的研究費コンプライアンス推進責任者」という。）を置く。 

２．公的研究費コンプライアンス推進責任者は各学部の学部長（短期大学においては、学科

長）とし、その職名を公表する。 

３．公的研究費コンプライアンス推進責任者は統括管理責任者の指示を受けて、次の各号に

定める役務を果たすものとする。 

（１）自己の管理監督又は指導する学部における公的研究費の適正な運営・管理対策を実施

し、実施状況を確認するとともに、統括管理責任者に報告する。 

（２）不正防止を図るため、学部の公的研究費等の運営・管理に関わる全ての構成員に対し、

公的研究費コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。 

（３）自己の管理監督又は指導する学部において、定期的に啓発活動を実施する。 

（４）自己の管理監督又は指導する学部において、構成員が、適切に公的研究費等の管理・

執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。 

 

（経理管理責任者） 

第７条 本学に、公的研究費の経理に関する実質的な責任と権限を持つ者（以下「経理管理

責任者」という。）を置く。 

２．経理管理責任者は、事務局財務関連部署の長とする。 



３．経理管理責任者は、公的研究費等の経理事務、申請事務、使用に関する企画・立案を行

い、公的研究費コンプライアンス推進責任者に対して、必要に応じて運営・管理の改善指導

を行うことができる。 

 

（監事） 

第８条 本学に、公的研究費等の適正な運営管理を監査する者（以下「監事」）を置く。 

２．監事は、学園監事とする。 

３．監事は、不正防止に関する内部統制の整備・運用状況について本学全体の観点から確認

し、意見を述べる。 

４．監事は、特に、統括管理責任者又は公的研究費コンプライアンス推進責任者が実施する

モニタリングや内部監査によって明らかになった不正発生要因が不正防止計画に反映して

いるか、また、不正防止計画が適正に実施されているかを確認し、意見を述べる。 

 

（公的研究費コンプライアンス教育・啓発活動） 

第９条 公的研究費コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者が策定する実施計画

に基づき、公的研究費等の運営・管理に関わる全ての構成員を対象に不正防止対策の理解を

促進することを目的として、公的研究費コンプライアンス教育を実施する。 

２．公的研究費コンプライアンス教育の内容は、各構成員の職務内容や権限・責任に応じた

効果的で実効性のあるものを設定し、定期的に見直しを行う。 

３．公的研究費コンプライアンス推進責任者は、公的研究費コンプライアンス教育をあらか

じめ一定の期間を定めて定期的に受講させるとともに、対象者の受講状況及び理解度につ

いて把握する。 

４．公的研究費等の運営・管理に関わる全ての構成員は、公的研究費コンプライアンス教育

の内容等を遵守する義務があることを理解し、意識の浸透を図るために、次に掲げる事項を

記した誓約書等を最高管理責任者に提出しなければならない。 

（１）本学の規則等を遵守すること 

（２）不正を行わないこと 

（３）規則等に違反して、不正を行った場合は、本学や配分機関の処分及び法的な責任を負

担すること 

５．公的研究費コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者が策定する実施計画に基づ

き、公的研究費等の運営・管理に係る全ての構成員に対して、公的研究費コンプライアンス

教育にとどまらず、不正根絶に向けた継続的な啓発活動を実施する。 

６．公的研究費等の運営・管理に関わる全ての構成員に対する行動規範を定める。 

 

（構成員の責務等） 

第１０条 構成員は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」、関係法令、本規



程及び別に定める行動規範並びに本学の諸規程等を遵守し、公的研究費等を適正に執行し

なければならない。 

２．公的研究費等の交付を受けた研究代表者は、本学以外の研究機関に所属する研究分担者

がいる場合には、当該研究者が使用する分担金について、当該分担者が所属する研究機関等

に配分する手続きを本学に委任しなければならない。 

３．構成員は、公的研究費等により謝金、旅費等の支給を受ける学生等に対してもルールの

周知を徹底する。 

 

（経理事務） 

第１１条 研究者に交付された補助金は、理事長名義の銀行口座において財務関連部署が

出納管理するものとする。 

２．研究者は、公的研究費等（直接経費）を支出する場合は、教育関連部署に執行願いを提

出し、所定の手続きを経なければならない。 

３．財務関連部署は、前項の執行願いを受けたときは、本学経理規程等に定めるところによ

り決裁を受けなければならない。 

４．公的研究費等の使用ルールについては、配分機関の定めに準ずる。 

５．研究者は、直接経費から生じた利子及び為替差益を、本学に譲渡しなければならない。 

６．財務関連部署は、研究費等の収支を明らかにした証憑書類を、研究種目別及び研究代表

者別に整理のうえ、研究費等の交付を受けた年度終了後５年間保管するものとする。 

 

（設備等の寄付） 

第１２条 公的研究費等により購入した設備、備品及び図書等の資産（以下「設備等」とい

う。）を取得した研究者は、直ちに本学に設備等を寄付しなければならない。 

２．研究者が当該補助対象期間中に他の研究機関等に所属することとなった場合には、その

求めに応じて当該設備等を研究者に返還するものとする。 

 

（間接経費） 

第１３条 公的研究費等の交付を受けた研究者は、間接経費を速やかに本学に譲渡しなけ

ればならない。 

２．本学は、研究者から間接経費の譲渡を受け入れ、これに関する事務を行う。 

３．間接経費の取扱いについては、別に定める。 

 

（告発窓口） 

第１４条 本学における公的研究費等に関する不正行為に対し学内外からの告発等に対応

するため、告発窓口を置く。 

２．告発窓口は、事務局教育関連部門の部署とする。 



 

（不正防止計画の策定・実施） 

第１５条 本学に、大学全体の観点から不正防止計画の推進を担当する部署（以下、「不正

防止計画推進部署」という。）を置く。 

２．不正防止計画推進部署を、事務局教育関連部署とする。 

３．不正防止計画推進部署は、次の各号に掲げる業務を行う。 

（１）統括管理責任者とともに大学全体の具体的な対策(不正防止計画、公的研究費コンプ

ライアンス教育・啓発活動等の計画を含む。)を策定・実施し、実施状況を確認する。 

（２）監事との連携を強化し、必要な情報提供等を行うとともに、不正防止計画の策定・実

施・見直しの状況について意見交換を行う機会を設ける。 

４．次の各号に準拠し、不正防止計画の策定・実施に当たる。 

（１）不正防止計画推進部署は、内部監査部門と連携し、不正を発生させる要因がどこにど

のような形であるのか、機関全体の状況を体系的に整理し評価する。 

（２）最高管理責任者が策定する不正防止対策の基本方針に基づき、統括管理責任者及び不

正防止計画推進部署は、機関全体の具体的な対策のうち最上位のものとして、不正防止計画

を策定する。  

（３）不正防止計画の策定に当たっては、上記(1)で把握した不正を発生させる要因に対応

する対策を反映させ、実効性のある内容にするとともに、不正発生要因に応じて随時見直し

を行い、効率化・適正を図る。 

（４）学部は、不正根絶のために、不正防止計画推進部署と協力しつつ、主体的に不正防止

計画を実施する。 

 

（適正な運営・管理活動） 

第１６条 財務関連部署は、公的研究費等の予算執行状況を検証し、予算執行が当初計画に

比較して著しく遅れている場合は、公的研究費コンプライアンス推進責任者にその旨報告

するものとする。 

２．前項の報告を受けた公的研究費コンプライアンス推進責任者は、研究計画の遂行に問題

がないか確認し、問題があれば改善策を講じる。 

 

（業者等への対応） 

第１７条 取引業者は、次に掲げる事項を記した誓約書を最高管理責任者に提出しなけれ

ばならない。 

（１）本学の規則等と遵守し、不正に関与しないこと 

（２）内部監査、その他調査において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力すること 

（３）不正が認められた場合は、取引停止を含むいかなる処分を講じられても異議がないこ

と 



（４）構成員から不正な行為の依頼等があった場合には通報すること 

２．公的研究費等の不正使用等に関与したことが明らかとなった業者は、以後期間を定めて

本学との全ての取引を停止する。 

 

（発注・検収） 

第１８条 公的研究費等の執行に係る発注・検収業務は原則として事務局が行う。 

２．事情により、前項に拠りがたい場合は、発注・検収を行う者は、事務局に代わる適正な

発注、検収を行うこととし、証憑書類等を保管するとともに、事務局等の事後確認に協力す

るものとする 

３．非常勤雇用者の勤務状況確認等の雇用管理については、原則として事務部門が実施する。 

４．備品については寄付の後、本学備品台帳にて管理し、その他金券、切手等については、

本学所定の管理簿によって管理し、年度末に照合を行う。 

５．研究者の出張については、本学の規程に従う。 

６．特殊な役務の検収ルールについては別に定める。 

 

（相談窓口） 

第１９条 本学に、公的研究費等の使用に関するルール等について、機関内外からの相談を

受け付ける窓口を置く。 

２．相談窓口は、事務局財務関連部署とする。 

３．相談窓口は、本学の公的研究費等に関する問い合わせに誠意を持って対応し、本学にお

ける適正な研究の遂行等に資するよう努めるものとする。 

 

（監査、モニタリング） 

第２０条 統括管理責任者は、公的研究費の補助を受けた研究の中から、無作為に抽出した

研究について毎年 10月末までに内部監査を実施する。 

２．内部監査は統括管理責任者が指名した者が行う。 

３．内部監査実施者は、内部監査において不正行為等が明らかとなった場合は、直ちに統括

管理責任者及び最高管理責任者に報告するものとする。 

４．内部監査部門は、大学全体のモニタリングが有効に機能する体制となっているか検証す

る等、大学全体の見地に立った検証機能をはたすものとする。 

５．内部監査結果等については、公的研究費コンプライアンス教育及び啓発活動にも活用す

るなどして周知を図り、大学全体として同様のリスクが発生しないよう徹底するものとす

る。 

６．監査基準については、別に定める。 

 

 



（改廃） 

この規程の改廃は、理事会の議決を経て、理事長が決定する。 

 

 

附則 

１．この要領は、平成１９年１１月１日から施行する。 

附則 

１．この要領は、平成２７年４月１日に一部改正し、同日から施行する。 

附則 

１．この要領は、2020年 4月 1日に一部改正し、同日から施行する。 

附則 

１．この規程は、2022年（令和４年）4月 1日に一部改正し、同日から施行する。 


